
障害者のr働く場Jに対する発注促進税制の創設  

対象となる発注先  
※税制優遇の対象となる障害者の「イ  

企業について、企業が脅する   
就労移行支援事業所  
就労継続支援事業所（A型島B型）  

生活介護事業所  

障害者支援施設（生活介護、就労移行  

支援又は就労継糸売支援を行う事業所）  

地域活動支援センタ帥  

旧授産施設（身体。知的色精神）  

旧福祉工場（身体。知的。精神）   

障害者雇用促進法の特例子会社  

重度障害者多数雇用事業所  

。二青色申告者である全三辺温ム又蛙個人重業主が対象。   
。団定資産は、事業の用に供されているもののうら、現事業年度を含む3事業  

で年度以内に取得したもの。  

○ 割増しして償却される限度額は前年度からの発注増馳塵（※）   

（※）固定資産の昌通償却限度額の30％を限度とする。   

○ 旦墾埋の時限措置  
企業（法人）：平成20年4月1日′〉平成25年 3月31日  
個人事業主 ：平成21年1月1日～平成25年12月31日  

細破産  

家額 器  サ   

前年産からの轟注増加療（凝）   

0′ 

】 

鯛柑奉牒額法） 

〕   

邑度桔（①） ニ1，000万円×18％＝j嬰署員   

賢く②）  霊 芝9養田   

匹鹿定温く戯主恩）至」Y星随巴   

〕  

移 
轟 

。三 

13   



障害者支援施設等との随意契約の範囲の拡大について  

1．従来の制度   

普通地方公共団体の契約について随意契約によることができる場合として、  
等調性された物品を買い入れる契約が規定されていた。   

（※）障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業（生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事  
業に限る。）を行う施設、小規模作業所。（経過措置により、更生施設（身体、知的）、授産施設（身体、知的、精神）、  
福祉工場（身体、知的、精神）を含む。）  

2。経緯   

構造改革特区第10次提案募集（平成18年10月）において、随意契約が可能とされている物品   
の購入以外にも「地方公共団体が障害者支援施設等と役務提供職 とを  

について特区提案が行われ、政府として「平成19年度中に結論」とされた。  

3．改正内容（平成20年3月1日施行）   

普通地方公共団体の契約について随意契約によることができる場合として、普通地方公共団   

体が障害者支援施設等から役務の提供を受ける契約が追加された（地方自治法施行令め改正）。  

物品の具体例（現行）   役務の具体例（今般の改正で追加）   

石鹸、軍手、縫製品、のし袋セット、買物袋、竹炭  
製品、手作りロウソク、オリジナルタオル、麺類、  装・組立、袋詰め、発送業務‘等   
椅子、花苗等   
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障害者支援施設等との随意契約の範囲の見直し（イメ脚ジ図）  

役務の提供  

－ニング、公園一建物の清掃、縫製作業、包装℡組立、袋詰め、発  具体例：クリ  

送業務等   

※障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業（生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。）を行う施設・更生施設（身体、知的）、授産施設  
（身体、知的、精神）及び福祉工場（身体、知的、精神）、小規模作業所。  15   



～地域障害者就労支援事業～ 関係機関の「チーム支援」による、福祉的就労から一般雇用への移行の促進   

ハローワーク  
・専門援助部門が担当  

■隈霜望嘉室員等を配置し、  

戯免責窟・．生鹿茸窟 槻・戯若里屠見好  
障
害
者
就
労
支
援
チ
ー
ム
 
 

L」  
就
労
支
援
計
画
の
作
成
 
 

チ
ー
ム
構
成
員
が
連
 
 

携
し
て
支
援
を
実
施
 
 

副主査  

記の福祉施設等  フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
 
 

肥＝＝＞  支援関係者■専門機関  

○ 障害者団休、障害者支援団体  

○ 地域障害者職業センター  

○ 障害者就業・生活支援センター  

○ 障害者雇用支援センター  

○ 職業能力開発校  

○ 障害者地域生活支援センター  

○ 福祉事務所 等  

支援実績（平成19年度）  

支援対象者数  

うち就職者数1  

■‾蠣‾‾‾‾‾‾‾t‾‘■■】■■‾‾‾‾‾‾t‾ 

1 ：  

l                                l  

＿＿＿＿．＿＿＿＿＿●＿＿＿＿●＿＿●＿＿＿●t  
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障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策  

（就労支援事業移行初期支援強化事業）  

【就労支援ネットワーク構築事業】  

1 事業の目的   

障害者の就労支援を効果的に推進するためには、就労移行支援事業、就労継続支援事業の移行促進のみなら  
ず、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター及び養護学校等地域の社会資源と就労支援ネットワ曲クを  
構築し、各機関が連携し、情報の共有化を図りながら適切な支援を実施することが重要である。   

このため、障害保健福祉圏域等の地域における就労支援ネットワークの構築に必要な、情報の共有化を図る  
ためのホームページの開設や各種研修会の開催等に要する費用を助成することとし、もって、地域における就   
労支援ネットワークの構築の促進を図ることを目的とする。  

2 事業の内容  

（1） 実施主体  都道府県  

（2） 事業の内容  

都道府県内の各障害保健福祉圏域における就労支援ネットワークの構築のために開催した会議、情報  

共有化を目的としたホームページの構築、研修会等に要する責用を助成する。  

なお、これらの事業を各ネットワーク内の幹事事業者に委託することも可能。  

（3） 補助単価  1障害福祉圏域あたり1，000千円以内  

3 補助割合 定額（10／10）  

4 実施年度 18年度～20年度  

17   



了、申こ睾∴  

1  者の就労意欲の高まり  

就職件数：2．6万くHlO）→4．4万（H18）  求職件数：7．8万（HlO）→10．4万（H18）  
麺車軸療臆妻嘘巌 

凄磨顔嘩均噂綽笹顧黙′－、去．‡′ヤ  
諭細磯躯触廟恕…羊・三・二  
凍拍観閲約寝卸本通約演能炉こ；ミ 

車乗嘩黒姫確率完窯 

2  時間労働への対応  

福祉から雇用への移行が進められ、また、高鰯  
障害者がフルタイムで働くことが困難な場合があ  

る中、短時間労働に対する障害者のニーズが相  

程度あるのに対し、現行制度は対応できていなし  

斗二申㈱塵  

①障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大   

障害者雇用納付金制度（納付金の徴収■調整金の支給）が適用  

される対象範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大  

（一定期間は、常用雇用労働者201人以上の中小企業まで拡大   
※ 現行は経過措置により301人以上の事業主のみ  

②雇用率の算定の特例   

中小企業が、事業協同組合等を活用して、共同で障害者を雇  

する仕組みを創設   

※事業協同組合等が、共同事業として障害者を雇用した場合に、  
当該組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定  

※併せて、中小企業に対する支援策を充実、経過措置として  
負担軽減措置を実施  

乙頴娃阻労農1⊆対直したよ用垂制度¢見直し   

障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、   
短時間労働者（適20H以上30日未満）を追加  

3その他   
特例子会社（※）がない場合であっても、企業グル叩プ全体で  

雇用率を算定するグル「プ適用制度の卿設   

※ 障尊者の雇用に特別の配慮をした子会社  

8
 
「
】
】
」
 
 
 

平成21年4月1日施行。ただし、  

・1①・・ヰ成22年7月1日（101人以上企業への拡大については、  

平成27年4月1日）  

□2 ＝・平成22年7月1日  



障害者就業・生活支援センタ岬事業の充実  
・就職を希望している障害のある人、あるいは在職中の障害のある人を対象に、ハローワークや地域障害者   

職業センター、福祉事務所や障害福祉サービス事業者等の関係機朋と連携して様々な支援制度を活用し   
つつ、就職に当たっての支援や仕事を続けていくための支援を、日常生活面も含めて行う。   

・設置・運営…全国で204箇所（平成20年度）  
・支援対象障害者（登録者）数＝・30．943人（平成19年度末時点）  
・相談・支援件数（障害者：平成19年度）‥・525．128回（延べ回数）  

一 相談・支援件数（事業主：平成19年度）・t■100．485回（延べ回数）  

・就職件数…4．637件（平成19年度）  
。職場定着率…75．9％（就職後6ケ月経適時点）  

障害のある方  
＝ 」 ∴二 ∴∵⊥ ∴■■．皿  ∴ ∴  

■■■l■l■■■■岬■■■  
囁冊臍畷鞠 

鴇 
‰  

〆   
〆  

障害福祉サービ  

ス事業者等  
ハローワーク  

求職活動支援  
威労移闇若  

J▼  

♂一摩の腐紆甜  地士或障害者  

職業センター  
○就業に関す  

る相談支援   

○障害特性を踏  

まえた雇用管理  

に関する助言  

○関係機関と  

の連絡調整  

○日常生ざ看・  

地域生活に関  

する助言  

専門的  
の依頼  

bビスの  

福祉事務所   

特別支援学校  
○関係機関と  

の連紹調整  

♂ 
〆   
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